
 

船舶事故等調査報告書 

平成２４年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第９２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年６月１６日（土） １５時００分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島港東北東方沖（海士ケ瀬戸
あ ま が せ と

） 

角島港南防波堤灯台から真方位０７７°１.２５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２１.１′ 東経１３０°５２.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年６月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット ＦＩＲＳＴ
フ ァ ー ス ト

、７.３トン 

 ２３５－２００２９金沢、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 バラストキールに擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほかクルー２人が乗り組み、バラストキール下端まで

約２.５ｍの喫水で山口県萩市萩港から角島港に向けて機走してい

た。 

  船長は、当初、角島の北側をう
．
回して同島南岸の角島港へ向かう航

海計画を立てていたが、角島の北東方沖を西進中、クルーの１人と共

に本州と角島を結ぶ角島大橋の下を小型漁船が通過するのを見て本船

も通過できると思い、角島大橋の下を通ることとした。 

  本船は、角島大橋の最高部を通過したのち、船長が、船首方に見え

た緑色灯浮標から東側は浅いと認識し、同灯浮標を左舷側に隔てて航

行したところ、平成２４年６月１６日１５時００分ごろ、角島港南防

波堤灯台から真方位０７７°１.２５Ｍ付近において、バラストキー

ルが浅瀬に接触して乗り揚げた。 

  本船は、地元漁船の援助を受けて離礁したのち、航海を継続した。

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １～２、視界  良好 

海象：潮汐 低潮時、潮高  約３０cm（特牛
こっとい

港） 

 その他の事項 

 

  海図Ｗ１１５によれば、本事故発生場所は、海士ケ瀬戸と呼称され

る浅礁域に含まれ、水深５ｍ等深線内の幅約５０ｍの可航域を挟み、

その東西はそれぞれ陸岸から延びる水深２ｍ等深線が表示されてい

る。 

  船長は、当初の航海計画になかった海士ケ瀬戸を通過することとし

た際、同瀬戸の水深状況を把握せずに航行し、可航幅が約５０ｍであ

ることを本事故発生後に知った。 



 

  船長は、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、本事故当時はその

画面を見ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、萩港から角島港に向けて航行中、船長が、当初の航海計画

になかった海士ケ瀬戸を通過することとした際、同瀬戸の水深状況や

可航幅を確認しなかったことから、浅礁域に進入して浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、萩港から角島港に向けて航行中、船長が、当初

の航海計画になかった海士ケ瀬戸を通過することとした際、同瀬戸の

水深状況や可航幅を確認しなかったため、浅礁域に進入して浅瀬に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・航行中に航海計画を変更する際は、安全な海域で停船するなどし

て変更後のルートの水路調査を確実に行うこと。 

 




